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2014年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の 

発行条件等の決定に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成21年10月29日開催の取締役会において発行を決議いたしました2014年満期ユーロ円建転換

社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権

のみを「本新株予約権」といいます｡）の発行条件等について決定いたしましたので、既に決定済みの事項と

ともに、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 
 

新株予約権に関する事項 

(１) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 本社債の額面金額と同額とする。

(２) 転換価額 810円

(ご参考) 

発行条件決定日(2009年 10月 29日)における株価等の状況 

イ．東京証券取引所における株価(終値) 623円

ロ．アップ率 〔｛(転換価額 / 株価（終値))－１｝×100〕 30.02％
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（ご参考）2014年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の概要 

 

1．社債の総額 200 億円並びに本新株予約権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適

切な証明及び補償を得て発行することがある代替新株予約権付社債券に

係る本社債額面金額合計額の合計額 

2．発行決議日 2009年 10月29日 

3．本社債の払込期日及び 

発行日 

2009年 11月16日 

4．本新株予約権の行使期間 2009 年 11 月 30 日から 2014 年 10 月 31 日まで(行使請求受付場所現地

時間) 

5．償還期限 2014年 11月14日(償還期限)に本社債の額面金額の100％で償還する。

6．潜在株式の希薄化情報 

について 

今回のファイナンスを実施することにより、直近（2009 年９月 30 日現

在）の発行済株式総数に対する潜在株式数の比率は 7.5％になる見込み

です。 

（注）潜在株式数の比率は、今回発行する本新株予約権付社債に係る本

新株予約権がすべて当初転換価額で行使された場合に、新たに発

行される株式数を直近の発行済株式総数で除した数値でありま

す。なお、当社は新株予約権付社債を発行しているため、直近の

発行済株式総数は、平成 21 年９月 30 日現在の数字である

330,827,625株として計算しております。 

以 上 


